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〓活動報告〓 

 

 

 

 

 

 

◇日  時   ８月５日（水）１４：２０～１５：１０ 

◇場  所  （一社）山梨県自動車整備振興会 会議室 

◇出 席 者   野田委員長、坂本副委員長、眞保委員、福田委員、佐藤委員、網野委員、 

大木委員 

 事務局：石原専務理事 横内事務局長 遠藤事務局次長 飯島総務課長 

◇会議事項  （１）公益目的支出計画の実施状況と対応について 

       （２）各支部の活性化について 

       （３）その他 

 

 

 

◇日  時   ８月２８日（金）１６：００～１７：００ 

◇場  所   甲府常磐ホテル 

◇出 席 者    小林会長、野田副会長、清水副会長、内藤副会長、渡邉副会長、坂本常任理事、 

田口常任理事、 

 事務局：石原専務理事 横内事務局長 遠藤事務局次長 山下指導教育部長 

落合業務部長 塩島業務部次長 飯島総務課長 

◇会議事項  （１）各委員会の諮問事項と検討概要について 

       （２）常任理事会、理事会の開催について 

       （３）その他 

 

 

 

〓お知らせ〓 

 

 

 

 

自動車整備事業場にて、下記のとおり整備作業中の事故が発生しましたのでお知らせいたします。 

会員事業者の皆様には、引き続きご注意頂きますようお願いします。 

記 

【事故概要】 

・中国管内  【令和２年８月１８日（重傷）】 

 ２人の整備士で２柱リフト（埋め込み型）を使い、エンジンを取り外す作業をしていたところ、この内

の１人の整備士がリフトを下げたため、下側で作業していた整備士が２柱リフトのアームと床に挟まれ、

頭の骨を折る重傷を負った。 

各種会議の概要 

総 務 委 員 会  

常 任 理 事 会  

整備作業中の事故発生について 
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当会ホームページのトップページを１２月よりリニューアルします。 

ご利用される一般ユーザーを主体とし、より情報が探しやすいトップページとします。 
また、「車検予約システム」「ＦＡＩＮＥＳ」「リコール情報」「環境家計簿」「自動車リサイ

クルシステム」は一括して会員ページへ移動します。 

リニューアルに伴い、各サイトのＵＲＬに変更はありませんが、会員皆様のパソコンにトップペ

ージをブラウザの「お気に入り」「ブックマーク」などに登録されている場合は、会員ページへの

ＵＲＬへ変更をお願いします。 

これからも、引き続きお役に立つ情報のご提供や、内容の充実に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページのリニューアルについて 

会員に必要な関連

メニュー・情報提供

は、こちら 

ユーザー主体のホームページへ変更 

スクロール 
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国土交通省より９、１０月の２ヶ月間を重点期間として、「自動車点検整備推進運動」を全国的

に展開する旨の通知がありましたのでお知らせします。 

 

令和２年度「自動車点検整備推進運動」実施要領 抜粋 

【目的】 

 自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なもの

となっている。  

一方、昨年の交通事故による死者数は３,２１５人、負傷者数は４６万人と年々減少しているも

のの、依然として多くの方が被害に遭われている厳しい状況が続いている。  

このような状況の中、大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発し深

刻な状況となっており、バスについては、車齢の高い車両も数多く使用されているという現実の中

で、火災事故も目立ってきていることをはじめ、車体フレーム腐食による事故などの自動車の不具

合による事故が発生しているところである。  

また、今や国産メーカーの製造する乗用車の約８割に衝突被害軽減ブレーキが搭載されるなど、

先進安全技術を搭載した自動車が急増している。これらの自動車には、カメラ、センサーなど数多

くの電子装置が搭載されているが、使用中の故障や不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつ

ながった事例があることに留意する必要がある。  

これらを踏まえ、車両の安全確保のためには予防的な点検・整備を確実に行うことが、ますます

重要となる。  

また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要である。  

本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的とし

て、自動車の点検・整備の実施が義務付けられているが、そのことが自動車ユーザーに十分理解さ

れておらず、その実施状況は乗用車で6割程度に留まるなど、決して十分な状況とは言えない。  

また、大型車については、使用状況の過酷さ及び事故時の影響の大きさ等に鑑みれば、車両火災事

故、車輪脱落事故及び車体フレーム腐食による事故を防止するための重点的な点検の実施等の取り

組みも必要である。  

 以上のことから、「不正改造車を排除する運動」など他の運動等との連携を図った相乗効果を

ねらいつつ、自動車関係団体等の協力を得て、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開するこ

とにより、自動車ユーザーに点検・整備の必要性や重要性を理解してもらうとともに、大型車のユ

ーザーにあっては、車両火災の発生部位となっている燃料装置や電気配線等の装置、ホイールの取

付け状態、車体フレームの腐食状態等について、より確実な点検・整備の実施を求めることとする。 

 

【目的】 

(1) 点検・整備の必要性や重要性の啓発（女性、１０代から３０代の自動車ユーザーに重点を置く。）  

(2) 大型車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発 

(3) エコ整備（点検・整備によるＣＯ2削減効果をいう）の啓発 

 

 

 

 

 

自動車点検整備推進運動の実施について 
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認証工場を対象とする標記定期校正を通達に基づき、下記により実施致します。 

また、該当支部の事業場（認証工場）には追って案内しますが、あらかじめご承知下さい。 

 

支  部 実  施  日  実 施 場 所  時   間 

南アルプス北     １２月 ９日（水）  ア ク テ ィ ブ カ ー ズ  9：30～16：00 

南アルプス南      １２月１６日（水）  井 上 モ ー タ ー ス  9：30～16：00 

日  下  部 令和 3 年 1 月 28 日（木）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

甲  府  南      ２月 ３日（水）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

市    川      ２月１９日（金）  久 保 田 自 動 車 工 業  9：30～16：00 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省自動車局から、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び自動車の点検及

び整備に関する手引等の一部を改正する告示について、通知されましたのでお知らせします。 

これに伴い、令和２年１０月１日より新たな有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車(レンタ

ルバイク)の定期点検基準（別表第５の２／別表第７）、定期点検の実施方法が規定され、新たに

使用する定期点検用整備記録簿（特定整備記録簿）・指定整備記録簿（特定整備記録簿）・点検整

備記録簿（整備手帳）は、現在、自動車整備振興会 関東ブロック連絡協議会により作成中となっ

ております。 

なお、令和２年１０月１日以降も引き続き有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車(レンタル

バイク)に、別表第５(自家用貨物自動車等の定期点検基準)を使用できますので、あわせてお知ら

せします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 

道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則 等 の一 部 を改 正 する省 令 及 び自 動 車 の 

点 検 及 び整 備 に関 する手 引 等 の一 部 を改 正 する告 示 について 
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 緊急のお知らせ  
 

 

  先般、受検車両（大型ダンプ）の運転者が、自動車検査 

登録事務所敷地内において整備を行っていた際に、ダン 

プ荷台とフレームの間に挟まり死亡するという痛ましい 

事故が発生しました。 

 

皆様におかれましては、 

敷地等において自動車の整備等は行

わないよう 

お願いいたします。 
 

 

関東運輸局山梨運輸支局 

関東検査部山梨事務所 
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令和 ２年 ８月２５日 

自動車局自動車情報課 

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 

特別仕様ナンバープレートの申込期限の延長 
 

この度、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催延期に伴い、大会開 

催機運を盛り上げるために交付してきました、特別仕様ナンバープレートの交付期間を１年 

延長することとし、あわせて申込期限を１年延長します。 

 

１．申込期限 

令和３年９月３０日（木） 

２．申込方法 

ご自身でウェブサイト（https://www.graphic-number.jp）からお申込みいただくか、もしくは、

お近くのディーラー・整備工場等にご相談ください。 

３．料金 

ウェブサイト（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001359783.pdf） 

４．寄付金の活用 

１，０００円以上の寄付をしていただきますと図柄入りナンバーを選択することができます。 

寄付金は、大会開催に必要となる交通サービスの改善（バス・タクシーのバリアフリー化等）

に充てられます。 

５．特別仕様ナンバープレートのデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

※オリンピックとパラリンピックのエンブレムを２枚１組で交付します。 

 前後面にどちらのエンブレムのものを取り付けるかはユーザーの任意となります。 

 

【お問い合わせ先】国土交通省自動車局自動車情報課 佐藤・尼寺・青柳 

電話：03-5253-8111 （内線 41145、42103） 直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 
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国土交通省ホームページに特定整備事業関係情報の専用ページ「自動車特定整備事業について」が

開設され、同ページにおいて、電子制御装置整備の対象車両及び整備用スキャンツールの情報等が掲載

されましたのでお知らせします。 

なお、上記 対象車両及び整備用スキャンツールリストは随時更新されますので、ご留意下さい。 

 

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」 

自動車⇒◆自動車整備事業⇒自動車特定整備事業について 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせについて 
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車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 ８月分当選発表 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

三友自動車工業（有） １５ 甲府南 （株）杉野ホンダ販売 ３２４ 市川

（有）アユザワ自動車 １２７ 甲府南 カーショップ昭和 １２７７ 市川

青木自動車商会 ４０７ 甲府北 （株）稲葉工業 ６３ 南巨摩南

塩入自動車整備工場 ４８７ 甲府北 オートショップ渡辺 １１９７ 南巨摩北

十文字屋自動車整備工場 ５６４ 峡北 （有）富士自動車 ５２４ 東八

大泉自動車整備工場 ９５１ 峡北 雨宮自動車整備工場 ７９０ 東八

（有）輿石自動車工業 ６６５ 韮崎 小澤自動車工業 ９３１ 東八

槫林モータース ８３４ 韮崎 長田自動車整備工場 ９４１ 東八

樋口自動車整備工場 ８８２ 韮崎 広瀬自動車興業 ７６２ 日下部

ボディーショップフカサワ ９８６ 韮崎 三富自動車工業 ７８２ 日下部

井上モータース ３５５ 南アルプス南 荻本自動車整備工場 １０３６ 日下部

新津モータース ４１３ 南アルプス南 町田自動車商会 ６９２ 塩山

（有）山口自動車 １１５ 南アルプス北 塩山車検センター協同組合 ９８７ 塩山

前沢自動車工業 ７４９ 南アルプス北 羽中田自動車工場 １６２ 岳麓

清水モータース ８５８ 南アルプス北 杉林モータース ７８６ 都留

「お楽 しみくじ」付 きＤＭ 

１枚  １６円  

「お楽 しみくじ」付 きシール 

１００枚  １,５８０円  


